
滝 川 警 察 署

令和５年12月19日 第33号

交 通 課

令和６年１月４日から滝川警察署及び砂川警察庁舎

の交通関係窓口の受付時間が変更となります。

変更前 平日の午前８時45分から午後５時まで

変更後 平日の午前９時から午後４時30分まで

対象となる主な手続き

・ 運転免許証の更新手続き及び受取
・ 運転免許証の再交付等の手続き及び受取
・ 運転免許証の記載事項変更（住所変更等）
・ 運転免許証の自主返納手続き
・ 道路使用許可申請及び受取
・ 通行許可、駐車許可等の申請及び受取
・ 自動車保管場所証明申請及び受取
・ 安全運転管理者の届出手続き

※ 詳細については、北海道警察のホームページ
（https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp)
で確認することができます。


